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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年７月１１日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 大分県国東
くにさき

市国東港北北西方沖 

  国東港富来
と み く

浦
うら

北防波堤灯台から真方位０９８°７００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３６.２′ 東経１３１°４３.８′） 

事故調査の経過 平成２５年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 新栄
しんえい

丸、０.５トン 

 ＯＴ３－２８３６８（漁船登録番号）、個人所有 

 ４.４０ｍ（Lr）×１.８２ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、不明 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年５月１４日 

    免許証交付日 平成２３年２月２日 

          （平成２８年１２月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機が濡損 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、台風が接近するので、仕

掛けていたたこ籠を回収するため、国東港北北西方沖の漁場に到着

後、機関を中立として漂泊し、南方への流速約２ノット（kn）の潮流

により、圧流されていた。 

船長は、右舷側中央部で右方を見ながら、手でたこ籠を引き揚げて

いた際、左舷側からうねりを伴った波高約２ｍの高波を受けそうにな

ったので、急いで船尾に移動し、船外機の操作レバーで前進に入れた

が、平成２５年７月１１日０９時４０分ごろ、国東港北北西方沖にお

いて、本船は、高波を左舷側に受けて右舷側に転覆した。この頃、甲

板員は、漁獲物の選別作業を行っていた。 

船長及び甲板員は、海に投げ出され、船長は海岸に漂着し、甲板員

は転覆した本船にしがみついていたところ、本事故の目撃者が、本船

所属の漁業協同組合に事故の通報を行い、同組合から要請を受けた僚
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船が甲板員を救出した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力  ２ 

海象：波高 約１.５～２.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北流約

２kn 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首尾共に約０.４ｍであった。 

船長は、出港前に天気予報で台風によるうねりがあることを知って

いたが、出港時には余り風浪がなく、作業に支障はないと思ってい

た。 

本事故発生場所付近は、西方に国東港富来浦北防波堤が、南方に国

東港がそれぞれあり、潮の流れが複雑であった。 

船長及び甲板員は、共に救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、国東港北北西方沖において、潮流に圧流されながら、漂泊

してたこ籠の回収中、左舷側からうねりを伴った波を受けたことか

ら、右舷側に転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、国東港北北西方沖において、潮流に圧流されな

がら、漂泊してたこ籠の回収中、左舷側からうねりを伴った波を受け

たため、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・台風によるうねりがあるとの予報が発表されている場合は、出港

時に凪
なぎ

であっても、操業中は、常に周囲の波の状況を確認するこ

と。 

・２人乗りの漁船であっても、操業中は救命胴衣を着用することが

望ましい。 

 


